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港区住宅基本計画改定支援業務
港区住宅基本計画の改定に向け、区の住宅・住環境を取り巻
く環境の変化を捉え、国や都の計画との整合を図りながら、
計画案の作成、庁内策定委員会等の運営を支援した。

改定計画は、子育て世帯、高齢者、障害者、単身者及び外国
人など、様々な人々が多様な暮らしを営みながら、地域で安
心して住み続けられることを住宅政策の基本としつつ、区民
の多くが居住するマンションの管理の適正化に向けた支援、
若年層や子育て世帯に対しての定住促進、住宅確保要配慮者
の地域での居住継続支援などを位置づけている。

工期 2022～2023年度

港区HP https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakuseisaku/kankyo-machi/sumai/kekaku/3jutakukihon.html


